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ダイフクのガバナンス

形態

監査役会設置会社

社外取締役比率

44%

取締役会議長

取締役社長

社外役員の人数

7名

取締役会の人数

9名

取締役の任期

1年

取締役会の構成
グローバル展開を強く進めるダイフクグループにあって、経営の透明性確保、適切なリスクマネジメントやコンプラ

イアンスは事業の大前提となります。また、経済性とともに社会性の視点を織り込むことが強く求められています。 

当社役員はこうした状況に鑑み、幅広い業種のお客さまに対して5,000億円の売上を上げるメーカーに合ったさま

ざまな専門性や知見を有する人材、子会社のトップ経験・他社での経営経験を有する人材を揃え、株主さまからの

付託に応えられる構成としています。執行役員についても、経験・スキルを簡単に紹介しています（   P. 73 ）。

コーポレート・ガバナンス体制一覧（2021年6月25日現在）

  監査役
木村 義久（社内） 相原 亮介（社外） 宮島 司（社外） 和田 信雄（社外）

出席状況
取締役会 定時 ･･････････12／12回
　　　　 臨時 ････････････ 5／5回
監査役会 ･････････････････ 6／6回

取締役会 定時 ･･････････12／12回
　　　　 臨時 ････････････ 5／5回
監査役会 ･････････････････ 6／6回

取締役会 定時 ･････････ 11／12回
　　　　 臨時 ････････････5／5回
監査役会 ･････････････････6／6回

取締役会 定時 ･････････ 12／12回
　　　　 臨時 ････････････5／5回
監査役会 ･････････････････6／6回

発言の状況 経理部門での豊富な経験があり、
財務および会計に関する相当程度の知見を有しています。 弁護士としての専門的見地から助言・提言を行っています。

法律学を専門とする大学教授であり
学識経験者として、また法律の専門家として
高い見識と幅広い経験から助言・提言を行っています。

長年、大学で物性物理学の教授を務めた
学識経験者としての高い見識と幅広い経験から
助言・提言を行っています。

  取締役
下代 博 本田 修一 佐藤 誠治 林 智亮 信田 浩志 小澤 義昭 酒井 峰夫 加藤 格 金子 圭子

役職 代表取締役社長
社長執行役員

取締役
専務執行役員

取締役
常務執行役員

取締役
常務執行役員

取締役
常務執行役員 社外取締役 社外取締役 社外取締役 社外取締役

取締役就任時期 2015年6月 2013年6月 2010年6月 2020年6月 2021年6月 2014年6月 2018年6月 2019年6月 2019年6月

出席状況 取締役会 定時 ････12／12回
　　　　 臨時 ･･････5／5回

取締役会 定時 ････12／12回
　　　　 臨時 ･･････5／5回

取締役会 定時 ････12／12回
　　　　 臨時 ･･････5／5回

取締役会 定時 ･･････ 9／9回
　　　　 臨時 ･･････3／3回 ー 取締役会 定時 ･･･12／12回

　　　　臨時 ･････5／5回
取締役会 定時 ･･･12／12回
　　　　臨時 ･････5／5回

取締役会 定時 ･･･12／12回
　　　　臨時･･････5／5回

取締役会 定時 ･･･12／12回
　　　　 臨時 ･････4／5回

諮問委員会
（指名・報酬員会に相当） 委員 議長 委員 委員 委員

多様性

独立性 〇 〇 〇 〇

職歴

企業経営 当社グループ 当社グループ・銀行 当社グループ 当社グループ 当社グループ 商社・IT企業 商社・エネルギー開発企業

企業経営以外
会計事務所・大学・

企業社外監査役および
補欠取締役（監査等委員）

大学
商社・大学・法律事務所・ 

企業監査役および
社外監査役

知見・経験 営業・生産・管理 営業・管理 営業・生産 生産 営業・生産 財務・会計 財務・会計 法律 法律

海外経験 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇

性別 男性 男性 男性 男性 男性 男性 男性 男性 女性

年齢 63 64 61 62 61 67 70 66 53
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代表取締役社長 社長執行役員

下代 博
　2018年代表取締役社長に就任。国内外での豊
富な営業経験が強みです。適切なリスクマネジメ
ントで、コロナ禍における増収増益の達成をけん引
しました。また、DX活用による全社横断的な生産
改革、サステナビリティ経営への取り組み強化 
など、グローバル企業に成長した当社に相応しい
体制整備に向け、指導力を発揮しています。

取締役 常務執行役員

信田 浩志
　主力のイントラロジスティクス事業で豊富なエンジニアリング・
営業経験を積み、海外子会社での経営経験を有しています。

イントラロジスティクス事業部門長 
イントラロジスティクス事業部長 

取締役 常務執行役員

林 智亮
　オートモーティブ事業の設計·生産部門を中心にキャリアを 
積み、海外子会社での経営経験を有しています。

オートモーティブ・エアポート事業部門長 
オートモーティブ事業部長

社外取締役

小澤 義昭
　公認会計士としての豊富な経験·実績と、会計に関する高度な
見識、海外駐在などの豊かな経験を有しています。経営分析を
専攻とする大学教授でもあります。2014年より当社社外取締役
を務めています。

社外取締役

酒井 峰夫
　IT企業で代表取締役会長最高経営責任者を務めるなど、企業
経営において豊富な経験と実績を有しています。2018年より 
当社社外取締役を務めています。

社外取締役

金子 圭子
　法律の専門家として企業法務に精通し、商社での実務経験や
大学院准教授等の経験を有しています。2019年より当社社外
取締役を務めています。

社外取締役

加藤 格
　企業経営に関する豊富な経験と健康・安全・環境・ガバナンス
に関する幅広い見識、海外経験を有しています。法律を専攻と
する大学客員教授でもあります。2019年より当社社外取締役を
務めています。

ダ
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ダイフクのガバナンス

役員一覧 （2021年6月25日現在）

代表取締役

取締役 常務執行役員

佐藤 誠治
　海外子会社での経営経験と半導体·液晶工場向けシステムに 
関する幅広い知見·経験を有しています。

クリーンルーム事業部門長 
クリーンルーム事業部長 

取締役 専務執行役員

本田 修一
　日本のメガバンクでの経営経験と国際的な見識をもとに経営
のグローバル化を推進し、海外子会社のトップを務めています。

Daifuku North America Holding  
Company President and CEO

取締役
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役員一覧

常勤監査役

木村 義久
　主に、経理·財務分野を中心に従事し、深い見識と海外駐在 
などの豊富な経験を有しています。2014年より監査役を務めて
います。

社外監査役

相原 亮介
　法律の専門家として豊富な経験とコーポレート·ガバナンスや
コンプライアンスに関する深い見識を有しています。2016年より
当社社外監査役を務めています。

社外監査役

和田 信雄
　物性物理学の実験研究を専攻し、学識経験者としての高い 
見識と大学教授の経験を有しています。2019年より当社社外 
監査役を務めています。

社外監査役

宮島 司
　法律学を専門とする大学教授であり、学識経験者として、また
法律学の専門家として高い見識と幅広い経験を有しています。 
2018年より当社社外監査役を務めています。

常務執行役員

岸田 明彦
大福（中国）有限公司董事長  
大福（中国）自動化設備有限公司董事長

1  生産　 2  中国*　 3  男性　 4  62

堀場 義行
クリーンルーム事業部副事業部長  
クリーンルーム事業部FEサービス本部長  
小牧事業所長

1  設計・開発　 2  —　 3  男性　 4  62

上本 貴也
オートモーティブ・エアポート事業部門 
副事業部門長 
エアポート事業部長

1  工事・サービス　 2  米国*　 
3  男性　 4  60

三品 康久
生産担当 
DX本部長 
イントラロジスティクス事業部生産本部長

1  ソフトウエア・設計・生産　 2  —　 
3  男性　 4  61

田久保 秀明
コーポレート部門長 
人事総務本部長

1  人事・総務　 2  中国*　 3  男性　 4  60

執行役員

西村 章彦
オートウォッシュ事業部門長  
オートウォッシュ事業部長  
株式会社ダイフクプラスモア代表取締役社長

1  工事・サービス・営業　 2  カナダ・米国*　 
3  男性　 4  58

権藤 卓也
イントラロジスティクス事業部エンジニアリング本部長

1  エンジニアリング・生産　 2  —　 3  男性　 4  60

喜多 浩明
安全衛生管理本部長 
滋賀事業所長

1  設計・開発　 
2  イギリス・ドイツ・米国・中国*　 
3  男性　 4  60

鳥谷 則仁
イントラロジスティクス事業部営業本部長

1  営業　 2  —　 3  男性　 4  57 

日比 徹也
コーポレート部門副部門長 
財経本部長

1  財務・経理　 2  米国*　 3  男性　 4  57

執行役員（取締役を兼務しない）

齊藤 司
監査役室長

1  財務・経理　 2  イギリス・中国*　 3  男性　 4  57 

監査役員

監査役 執行役員・監査役員

ダイフクのガバナンス

山本 誠二
イントラロジスティクス事業部工事・サービス本部長

1  工事・サービス　 2  タイ*　 3  男性　 4  56 

前田 勉
オートモーティブ事業部工事サービス本部長

1  工事・サービス　 2  米国・インド* 
3  男性　 4  55 

寺井 友章
クリーンルーム事業部生産本部長

1  生産　 2  米国*・台湾*　 3  男性　 4  52 

1   専門性・知見・経験　 2   海外経験（*は経営者経験を含む）　 3  性別　 4   年齢
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コーポレート・ガバナンス進化の変遷
年度 取締役会・監査役会関連 左記以外

2011 ・  執行役員制度を導入

2012 ・  社外取締役を1名選任

2014 ・  社外取締役を2名選任

2015 ・  取締役会の実効性評価の実施、結果概要の開示

2016

・  指名・報酬に係る「諮問委員会」を設置
・  社外取締役および社外監査役の独立性判断基準を策定
・  業績連動型の取締役報酬制度として「株式給付信託
（BBT）」を導入

・  「ダイフク コーポレートガバナンス・ガイドライン」を制定
・  政策保有株式の保有意義を検証、議決権行使基準を 
明確化

2017
・  外部機関を活用した取締役会の実効性評価の実施
・  取締役会付議事項を重要な事項に絞り込み
・  取締役トレーニングの強化

・  取締役会規程等の改訂により、経営および子会社の意思
決定の迅速化、権限と責任の明確化

2018 ・  社外取締役を3名選任
・  内部通報制度の見直し
・  「年金資産運用委員会」を設置
・  買収防衛策を廃止

2019 ・  社外取締役を4名選任（女性1名含む）
・  監査役員制度を導入し、「監査本部」を設置 ・  「グループ行動規範」を制定

2020 ・  社内取締役を3名減員
・  「監査役室」を設置 ・  上場子会社に関する基本方針に基づき保有意義を検証

2021 ・  最大の事業を統括する執行役員1名を社内取締役に選任
・  「リスク・ガバナンス室」の新設
・  「グループ行動規範」に接待・贈答等を受ける場合の規程 
　を制定
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ダイフクのガバナンス

コーポレート・ガバナンス

　ダイフクグループは、監査役会設置会社という基本構造のもと、経営の透明性、経営監視・監督機能を高める制度の導入や

拡充を機動的に進めています。

　コーポレートガバナンス・コードを踏まえた「ダイフク コーポレートガバナンス・ガイドライン」を制定し、PDCAのサイクルを

回して実効性を継続的に高めています。

基本的な考え方

　当社は、監査役会設置会社です。社外取締役4名を含む9名の取締役会、および社外監査役3名を含む4名の監査役会体制を

整備して企業統治体制の充実を図っています。取締役会は、独立社外取締役が3分の1以上を占め、多様性にも考慮した構成

としています。

　また取締役会の機能を補完するために、経営陣候補者の指名・選解任や報酬に関して審議する「諮問委員会」を設置してい

ます。監査役は、監査役室とともに監査本部、会計監査人との連携をより一層強化し、監査業務の深化と効率化を進めています。

　業務執行上の意思決定の一層の迅速化を図るため、執行役員制度を導入しています。役員会では、取締役および執行役員、

常勤監査役、監査役員等出席のもとに、業務執行の内容につき審議しています。加えて、監査機能を強化するため、監査役員

制度を採用しています。監査役および監査役会の職務を補助する「監査役室」を設置し、監査役員が統括しています。

　代表取締役社長（CEO）は各事業部門、コーポーレート部門を指揮するとともに、直轄の委員会で当社グループ全体の共通

課題の把握・解決に取り組んでいます。

コーポレート・ガバナンス体制

　監査役会は、監査計画、会計監査人の選解任ならびに不再任に関する事項、会計監査人の報酬の同意、監査報告書案その

他についての決議等を行うほか、常勤監査役から監査の実施状況や監査結果、会計監査人の監査の相当性評価、コンプライ 

アンス関連その他についての報告を行っています。

　2020年度の主な重点監査項目は、大型案件のプロジェクト管理体制の整備状況、グループ内部監査体制の整備・運用状況、

人材育成と人材確保の状況、サステナビリティ経営への取り組み状況です。また、会計監査人から監査計画や四半期レビュー・

監査の結果報告等についても聴取しています。

　常勤監査役は、取締役会等の重要会議や各種委員会への出席、取締役や各部門の責任者との面談、主要な海外子会社の 

監査を実施しています。また、監査本部や法務・コンプライアンス本部その他の部門、子会社監査役等と情報共有し意見交換

を行うことで監査の実効性の向上を図っています。社外監査役は、取締役会に出席し、各監査役の専門的な見地や、豊富な 

経験に基づき、必要に応じて意見を表明しています。

監査役監査

コーポレート・ガバナンス体制図（2021年4月1日現在）

株主総会（議長：代表取締役社長）

監査役室
〔  監査役員  〕

取締役会（議長：代表取締役社長）
〔 取締役・社外取締役 〕
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業績連動報酬

賞与

　取締役の短期業績連動報酬としての賞与は、各事業年度の連結当期純利益額の一定の割合を原資として、資格・職位に 

応じて、基本配分と業績成果に応じた評価配分により分配し、毎年一定の時期に支給します。賞与の算定にあたっては、資格・

職位に基づく「基本配分係数」、定量側面（利益の伸び）・定性側面に基づく「業績成果評価配分係数」を設定しています。 

配分額算出方法は、約8割を「基本配分」、約2割を「業績成果評価配分」とし、「業績成果評価配分」については個人評価に 

基づき算出します。

非金銭的報酬

　非金銭的報酬として、「株式給付信託（BBT：Board Benefit Trust）」を採用しています。これは、役員の報酬と当社業績および

株式価値との連動性をより明確にし、役員が株価上昇のメリットのみならず、株価下落リスクまでも株主と共有することで、 

中長期的な業績の向上と企業価値の増大に貢献することを目的としています。

　本制度は、職位ごとの基準ポイントを設定しており、事業年度目標および中期経営計画の目標の達成度を4段階で評価し、 

その結果によりポイントを付与し、退任時に累積ポイントに応じて当社株式および金銭を給付するものです。目標の達成度は、

各事業年度については期初計画に対する純利益額および利益率の達成度、中期経営計画については前事業年度末までに公表

された最新の経営目標項目（売上高、営業利益、ROE等）に基づき算出します。2020年度の交付状況は、退任取締役4名に対して

24,500株、定年に達した執行役員3名に対して4,100株の合計28,600株となりました。

取締役の個人別の報酬等の内容に係る委任に関する事項

　役員の報酬等の額またはその算定方法の決定に関する方針の決定権限を有するのは、取締役会です。2020年度における取

締役の個人別の報酬額については、規程に基づき、代表取締役社長下代博が具体的内容の決定について委任を受けています。

その権限の内容は、各取締役の基本報酬の月額配分額および各取締役の業績評価を踏まえた賞与配分額としています。代表

取締役に権限を委任する理由は、当社全体の業績を俯瞰しつつ取締役個々の担当領域や職責を評価するには代表取締役が 

最も適しているからです。

　当該権限が適切に行使されるよう、代表取締役社長は諮問委員会の意見に沿って個人別の報酬額を決定しています。取締

役会は、上記権限が代表取締役社長によって適切に行使されるよう、諮問委員会が検討した個人別の報酬の内容に関する 

答申を尊重して承認を行っています。

役員区分ごとの報酬

提出会社の役員区分ごとの報酬等の総額、報酬等の種類別の総額および対象となる役員の員数（2020年度）

役員区分 報酬等の総額
（百万円）

報酬等の種類別の総額（百万円）
対象となる

役員の員数（人）基本報酬
業績連動報酬

賞与 非金銭報酬

取締役（社外取締役を除く） 409 164 182 63 8

監査役（社外監査役を除く） 52 31 21 ― 2

社外役員 90 90 ― ― 7

連結報酬等の総額が1億円以上の者：代表取締役社長 下代 博　総額119百万円（基本報酬55百万円、賞与45百万円、非金銭報酬18百万円）

　当社は、取締役の報酬等の内容を関連社内規程で定めており、毎年の報酬決定についても諮問委員会の検討・答申を経て

取締役会承認決議を行うなど、決定方針を定めています。

決定方針の内容の概要

  取締役の報酬は、2006年6月に開催された定時株主総会で承認された取締役の報酬年額（700百万円）を限度として、その

役割と業務にふさわしい水準となるよう取締役会決議で報酬基準を定めた規程に従って支給します。

  業務執行取締役の報酬は、固定報酬としての基本報酬、短期業績連動報酬としての賞与および中長期の業績連動型株式 

報酬により構成されます。

  監督機能を担う社外取締役は、基本報酬のみとします。

  基本報酬は、職位別役員報酬年俸額を固定報酬とし、その水準は、他社水準を考慮しながら、資格・職位および当社の業績

から総合的に勘案して、決定します。

役員の報酬等の額の決定過程における取締役会および委員会等の活動内容

　取締役の報酬は、社外取締役と代表取締役で構成する諮問委員会の検討・答申を経て、基本報酬と賞与の総額を取締役会

で年度ごとに決議します。個人別の報酬額については関連社内規程に基づき、代表取締役社長が具体的内容について委任を 

受けるものとします。諮問委員会の詳細は上記をご覧ください。

　業績連動報酬と業績連動報酬以外の報酬等の支給割合は、当社の業績と株式価値の連動性を織り込んでいるため固定的

なものではなく、他社水準を考慮し、諮問委員会の答申を踏まえ、決定します。

役員の報酬

　当社は、取締役および執行役員の指名もしくは解任・報酬などに係る取締役会の機能の独立性・客観性と説明責任を強化 

するため、任意の「諮問委員会」を設置しています。

　具体的には、次のとおりです。

　   本委員会は少なくとも代表取締役1名以上、社外取締役1名以上を含めた3名以上の委員で構成され、年3回以上開催する。

2020年度期間中は、社外取締役4名全員と代表取締役1名で構成し、6回開催した。

　   委員会の独立性・客観性を担保するべく、本委員会の議長は社外取締役が務める。

　   経営陣の報酬は、報酬の評価基準に基づく諮問委員会の検討・答申を経て、取締役会で決議する。

　   諮問委員会は、後継者に求められる資質の特定・具体的な後継者候補の選定・評価などについて検討し、その結果を 

取締役会へ答申する。

　   CEOの選任は、諮問委員会による候補者の資質等を踏まえた客観的な基準に基づく検討を受け、取締役会が決議する。

　   CEOの解任は、選任時に存在したCEOの資質を欠くに至った場合など、諮問委員会による客観的な基準に基づく検討を 

受け、取締役会が決議する。

諮問委員会

コーポレート・ガバナンス
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上場子会社に関する基本方針

  当社は株式会社コンテックを上場子会社として有しています。上場子会社を有する基本方針は、「上場会社としての独立性

を尊重する」「株主平等の原則に反する行為は行わない」ことを柱として、上場子会社の一般株主の利益 にも十分配慮 

しています。

  上場子会社としての独立した意思決定を担保するため、複数の独立社外取締役をコンテックの取締役に選任するなどコン

テックに対して、実効的なガバナンス体制の構築と運用を促します。また、リスク管理上必要な事項についての事前協議を 

求めることとしています。

  コンテックを子会社として有する理由

 当社グループの業態は、プラントの製造・工事・サービスを主体にしています。近年は案件の大型化に伴い、受注計上、工事 

 完工までの期間が長くなり、多額の運転資金が必要になっています。コンテックはデバイス製品を代理店経由で販売 

 することが多く、プラント事業に比べて、手間、期間、運転資金が少なくて済みます。当社グループは、プラント事業を中心に 

 しつつも、併せてデバイスも手掛けることが経営の安定性につながると考えています。

  コンテックを上場子会社として維持することの合理的理由

 コンテックは、上記外販事業を手掛ける一方で、ダイフクに対してマテリアルハンドリングシステムに不可欠な電子製品を 

 供給しています。これらの製品は、長年にわたる高度なノウハウをもとに、企業秘密を保持しながら開発を進めていく 

 必要上、上場会社として、コンテックがガバナンスやセキュリティ等の厳格な規律を求められていることは、当社グルー 

 プの企業価値の維持・向上につながると判断しています。

政策保有株式 

  当社は、年に1回、保有株式の保有是非の検証を実施し、取締役会において結果を判断しています。政策保有目的を含む 

株式保有は、必要最小限度にとどめ、縮減することを基本方針とします。一方、当社はこれまで製品の納入のみならず、アフ

ターサービスなどを通じお客さまとの強固な信頼関係を構築してきており、そうした取引関係等の事情も考慮しながら、 

政策保有の経済合理性（時価、簿価、取引金額、配当、ROE、保有リスク、当社業績への貢献度、受注の継続やリニューアル

などの将来業績への貢献期待度等）を検証し、取締役会が保有の意義が十分にないと判断した株式は、適時売却します。

  政策保有株式の議決権行使については、保有先企業の中長期的な企業価値向上という点を重視しながら個別に財務担当

役員が判断します。特に、判断にあたっては当該企業における企業不祥事や反社会的行為の有無に着目し、仮にこれらの 

事情が存在する場合には経営上の改善策などを確認します。

  当社の株式を保有している会社から当社株式の売却等の意向が示された場合には、当社はその売却を妨げません。

  2020年度は4銘柄の全株式を売却し、2銘柄の一部株式を売却しました。この結果、保有銘柄は4銘柄減少し48銘柄となり、 

保有株式簿価は6.5億円減少し71.8億円となりました。保有株式の貸借対照表計上額は133.7億円となり、総資産に占める

比率は3.0%です。

  今後も売却方針となった銘柄については、売却に向けた交渉を実施し、政策保有株式の縮減に向けた取り組みを続けて 

いきます。

取締役会の実効性評価 

　2021年3月に6回目となるアンケートを実施しました。従来同様外部機関に直接回答することで匿名性を確保し、より率直な

意見の収集に努めるとともに、他社比較の観点を取り入れて分析しました。前回と比べると、「取締役内の意識のかい離がさら

に小さくなった」と考えられます。

評価結果

取締役会の構成：

　「とてもバランスが良い」「（社内外の）構成比、多様性など適切」等の肯定的な意見が多かった。「社外取締役が活発に発言

をされ、自由闊達な議論が行われている」（社内役員）

トレーニングの機会、後継者計画の策定・運用：

　改善が見られず、より踏み込んだ議論・検討が必要であることを改めて認識した。

コミュニケーションの機会減少：

　社外役員間のみならず、社内役員と社外役員との間でもコメントが多かった。コロナ禍で取締役会のほとんどがリモートに

なったことが主要因であり、議論・対話機会の創出等の対応策を検討する。

全体評価の平均点：

　前回と比べ変化しなかったものの、役員種別間での評価の平均点の差が小さくなった。取締役内の認識のかい離がさらに 

小さくなったと考えられる。

他社比較：

　7項目41問の設問中、ほとんどが他社評価平均以上となった。「形式的ではなく自由闊達で建設的な議論や意見交換がなさ 

れているか」「自身の意見が意思決定や判断に反映されているか」への評価が大幅に向上したことと合わせ、外部機関からも

「実効性がおおむね確保されている」とのコメントをいただいた。

コーポレート・ガバナンス体制強化の取り組み

業績連動報酬と業績連動報酬以外の報酬の区分
業績連動報酬 業績連動報酬以外の報酬

名称 賞与 非金銭報酬
「株式給付信託（BBT）」 基本報酬

対象 社内取締役、常勤監査役 社内取締役 全役員

業績連動報酬
に係る指標

純利益額の一定割合を原資とし、
担当領域の定量・定性評価により決定

各年度：業績目標（純利益額、純利益率）達成度
中期経営計画達成度：売上高、営業利益、ROE＝

「Value Innovation 2020」（2017年4月～2021年
3月）における目標

―

注：  2020年度   中期経営計画（目標値は2019年5月に修正開示したもの）
 ・  純利益額：期初目標290億円、実績323億円（達成率111.7%） ・  売上高：目標5,000億円、実績4,739億円（達成率94.8%）
 ・  純利益率：期初目標6.3%、実績6.8%（達成率108.4%） ・  営業利益：目標575億円、実績445億円（達成率77.5%）
  ・  ROE：目標10%以上、実績13.2%

コーポレート・ガバナンス

78 79



ダ
イ
フ
ク
の
価
値
創
造

ダ
イ
フ
ク
の
成
長
戦
略

ダ
イ
フ
ク
の
サ
ス
テ
ナ
ビ
リ
テ
ィ

ダ
イ
フ
ク
の
ガ
バ
ナ
ン
ス

グループ行動規範 

　当社グループでは、グループの社是・経営理念を実現するために、すべての役員および社員が実践すべき行動のあり方を 

示した「グループ行動規範」を2019年に制定しました。

　「グループ行動規範」は、次の3つの基本姿勢のもと、9項目から成ります。

　・  私たちは、法令・社会規範や倫理に照らして、正しく行動します。

　・  私たちは、事業活動のあらゆる局面において、なによりも安全を優先します。

　・  私たちは、「日新」の気持ちを常に忘れず、たゆまぬ挑戦と変革を続けます。

　「グループ行動規範」は、各国語に翻訳の上、小冊子をグループ全社員に配布し、研修などの場を通じて徹底に努めています。

　2021年4月に設置した「リスク・ガバナンス室」は、グループ全体でのエシカル（倫理）意識浸透を含めたコンプライアンス体制

の整備と、グループガバナンスの強化を目的としています。

　また、サステナビリティ委員会も、環境や社会、地域に配慮した製品・サービスを選ぶ「マイ エシカル消費宣言」参加を社員に

呼びかけるなど、エシカル意識向上を図っています。

贈収賄防止 

　当社グループは、すでに運用している明らかな法令 

違反に対応するルールに加え、2021年4月に新たに 

接待・贈答等を受ける場合の規程を制定し、運用を 

開始しました。

　当社は毎年10月を「コンプライアンス強化月間」と

位置付け、さまざまな企画や催しを通して、コンプライ

アンス意識の向上を図っています。規程強化に先立ち

2020年10月、贈収賄を取り上げ、社長や社外取締役

が出席した座談会を開催しました。

　席上、加藤社外取締役は「『私たちは世界を相手に仕事をしている』という意識で、取り締まりが最も厳しい国の基準をもと

にして考える必要があります」、金子社外取締役は「上に立つ人は『自分の部下に不正行為を絶対させない』という意思をしっ

かり持つことが大事です」と指摘。下代社長が「『不正を許さない、正々堂々とビジネスする』ダイフクグループを、皆さんと一緒

に作り上げていきます」と、社内報で全グループ社員に宣言しました。

　運営面では、問題を一人で抱え込まないための多言語での通報窓口の設置や、ビジネス 

パートナー等との契約の際に行う事前申請・承認の徹底など、個人を守る仕組みを整備して 

います。

　ダイフク単体だけでなく、サプライチェーンとしても取り組んでいます。2021年6月開催の 

生産動向説明会では、下代社長が社員に対する接待や贈答を固辞する旨、263社のパートナー 

トップに訴えました。

コンプライアンス強化の取り組み

　当社は、不正や不祥事を早期に発見し、適正に対処するため、内部通報制度を

設けています。「公益通報者保護法を踏まえた内部通報制度の整備・運用に関する

民間事業者向けガイドライン」の改正を受け、2018年、グループ全体で新たに内部

通報制度規程とその運用基準を制定しました。

　内部通報窓口は、より実効性のある内部通報制度とするため、社内窓口と独立 

した社外窓口（中立性のある外部委託業者）を設置しています。匿名での通報を 

可能としており、当社および当社グループ会社の役職員のほか、継続的に取引のある

取引先さまも利用でき、8カ国語に対応しています。

　運用は、内部通報事務局が担当し、通報内容の事実関係の確認、対応方針の 

決定および調査等を実施します。調査方法は、通報事案の重大さ、緊急度、経営層

の関与の有無により異なりますが、調査の結果、コンプライアンス上の問題があった

時は、行為の是正と再発防止の措置を講じます。重要な問題については、コンプラ

イアンス委員会や監査役会に報告します。内部通報業務に携わる者に対しては、 

守秘義務を課すとともに、通報者が通報したことを理由に不利益な取り扱いを 

行わないよう通報者の保護を図っています。

　下代社長が社内ネットワークを通じて以下のようなメッセージを発信しています。

　『自由闊達な明るい企業風土を育てることは当社の経営理念の一つです。当社グループがより社会からの信頼を得てさらに

成長するためにも、何かおかしいと思ったときは、「見て見ぬふり」をせず、ためらわず、安心して声を挙げてください。』

内部通報制度

詳細はこちら
www.daifuku.com/jp/company/policy/code

パネルディスカッションの様子を、日本語を含め4カ国語で全社員に発信

生産動向説明会に出席した下代社長

ダイフクのガバナンス

コーポレート・ガバナンス

　 世界の常識は不正を排除する方向へ

下代社長：昨今、贈収賄の取り締まりが世界的
に厳しくなってきており、場合によっては膨大
な課徴金を課せられる、社員が海外で拘束され
るといった話も聞こえるようになりました。経
営幹部やグループ社員全員が贈収賄に関する世
界の現状と対策を改めて確認し、これまでの意
識を改革しなければいけません。
中嶋G長：この件について、古村さんから具体
的な事例をご紹介いただきます。
古村社員：中国では、過度な接待や贈答などは
不公正な取引にあたるとして、取り締まりを強
化しています。民間の顧客の担当者を売り手の
費用負担で日本に呼んだ際、日本出張の一部に
観光や娯楽が含まれていたことが贈賄と認定さ
れたケースもあります。贈賄となれば、当局は、
罰金や利益の没収に加え、ホームページでの社
名の公示を行います。この公示は誰でも閲覧可
能であるため、公示された企業は以降の事業活
動に大きな支障が出ることになります。今やビ
ジネスにおいて「不正を嫌う」ことは世界の常
識になりつつあり、いくら製品の品質や技術が
優れていても、不正を行う会社とは取引しない
ことをルール化する企業が増えています。

中嶋G長：この事例は、国の法律によっては公
務員への贈賄だけでなく、民間への接待ですら
商業賄賂※と判断されるという象徴的な例です。
このような事件を起こさないために、私たちは
どうしたらよいのでしょうか？
加藤取締役：このような事例は取り締まりが非
常に厳しい中国に限った話ではなく、世界中で
取り締まりの厳格化が進んでいます。商業賄賂
について詳しく知らないという方は多いのです
が、まずは「世界は商業賄賂禁止の方向に向かっ
ている」ということを認識しなければなりませ
ん。もちろん、商売をするにあたり接待する慣
習は残っており、それをゼロにすることはでき
ません。どこまで許されるのかという難しい問
題がありますが、「私たちは世界を相手に仕事を
している」という意識で、取り締まりが最も厳
しい国の基準を元にして考える必要があります。
古村社員：昨今、お客さまのサプライヤー選定
基準に変化が起きており、QCDS※に加え、非
価格競争力の比重が大きくなっています。特に、
グローバル企業においては多様な価値観にCSR
やESG※の視点が加わったことで、サプライヤー
への向き合い方が変わってきていることを認識
する必要があります。また、当社グループのみ
ならず、お取引先すべてに同じ価値観で仕事を
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金子 圭子社外取締役 加藤 格社外取締役

パネルディスカッションパネルディスカッション
「怖い！危ない！接待・贈答・肩代わり」「怖い！危ない！接待・贈答・肩代わり」

三井物産株式会社法務部長・執
行役員・内部監査部長などの要
職を歴任。現在は立教大学法学
部で客員教授、当社社外取締役
として活躍。

三菱商事株式会社を経て、現在
はアンダーソン・毛利・友常
法律事務所のパートナー弁護
士、当社社外取締役や株式会社
ファーストリテイリングなどの
社外監査役として活躍。

贈収賄リスクに正しく備えよう！
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10月8日、贈収賄をめぐり、パネルディスカッションで熱い議論が繰り広げられました。
当社グループ経営層、現法責任者、コーポレート部門関係者などの国内外で働く計47名
が、Teamsを通じて当ディスカッションを聴講しました。

していただくようさらに働きかける必要があり
ます。サプライヤーとの向き合い方を透明性を
もって説明できるよう、現法を含めグローバル
にルール化し、徹底することが大切です。

　 コンプライアンスに建前はない
　 業界トップとして公正な競争を
中嶋G長：続いて、「贈賄防止策」についてお話
を伺います。
加藤取締役：「それぞれの国・地域の常識は必ず
しも“世界の常識”ではない」と社員の皆さん
が常に冷静な視点を持つことが大切です。腐敗
認識指数（CPI　※裏表紙参照)の低い国で仕事
をする社員は、現地の「常識」が本当に正しい
のか、迷ったときは法務部や現地の弁護士に相
談するなど「一人で悩まない」ことが大事だと
思います。
金子取締役：経営層による「ダイフクグループで
は不正は許さない」という決意と「不正は許され
ない」という社員一人一人の意識の徹底が大切で

す。会社のコンプライアンス意識向上の取り組み
に対して「これは建前で、ビジネスの実態は全然
違う」と感じる社員が一定数いる場合があります。
それが過去においてのビジネスのやり方だったと
しても、世の中は刻々と変化しており、明らかに
時代が変わっています。今や罰金のみならず株主
代表訴訟や賠償請求を受けるなど、その先にも負
の広がりがあります。私は社外取締役としてダイ
フクは「裏表のない会社」だと感じます。下代社
長はこうしたコンプライアンスへの取り組みを建
前でやっているのではなく、本気で違法行為を根
絶したいと考えています。また、ダイフクがグロー
バル企業として置かれている立場・地位を考える
と、意識を緩めることは許されません。業界のトッ
プ企業は公正な競争をすることを前提とされてい
ます。今後は、内部通報や内部告発で不正が明ら
かになる時代だという意識を持つべきです。幹部
社員には部下に贈収賄を絶対にさせない、そんな
状況に追い込まないという覚悟が必要です。
古村社員：海外で働く社員に話を聞くと、日本
からは「贈収賄は絶対にダメだ」と言われる一
方で、上司からは「なんとか契約を取るように」
と指示があることにより、往々にして板挟みに
なっている場合があります。こうした状況は非
常に孤独で、結果として「郷に入っては郷に従

下代 博代表取締役社長 司会：中嶋 智子さん
法務部・法務リスクマネジメントG法務部・法務リスクマネジメントG

古
ふるむら

村 弘幸さん
法務・コンプライアンス本部法務・コンプライアンス本部
パナソニック株式会社の法務部門
で、コンプライアンスに関する業
務を経験。今回は、コンプライア
ンス違反事例について解説する。

※商業賄賂…�商業上の不正の利益の獲得や提供を目的として授受され
る賄賂であり、収受者が公務員に限らず民間企業やその
従業員を含むもの。規制のある主な国は、中国、英国、シン
ガポール、マレーシア、ベトナムなど。

※��QCDS…�品質(Quality)、価格(Cost)、納期や入手性(Delivery)、対応やサ
ポート(Service)の頭文字をとった製品の評価における指標。

※�ESG…�環境(Environment)、社会(Social)、ガバナンス(Governance)の
頭文字を取って作られた言葉。
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Advice from the Legal and Compliance Division

How to avoid being caught up in bribery
Support from business partners is crucial 
to enable the Group to carry out business 
activities around the world, but care must be 
taken when selecting such partners. Conduct 
due diligence such as credit investigations 
before the start of any business dealings, 
stipulate anti-bribery clauses in contracts, and 
cancel contracts if bribery is identified. It is 
important to state from the very beginning of 
any business dealing that bribery will not be 
tolerated. Even after commencing business 
dealings, there is merit to conducting periodic 
investigations, and for those companies or 
persons identified at any point as high risk, 
it is advisable to conduct interviews with 
the management of the affected partner 
company and check book entries and relevant 
documentation.

• Highlighting strong ties with government 
agencies and specific o� icials

• Claiming that you can obtain licenses or 
approval faster or cheaper than usual

• Requesting money for “acting as an 
intermediary” or “mediator” despite no 
real services being provided

• Avoiding written contracts and forms 
(receipts, book entries, etc.)

• Requesting cash payments, advance 
payments, and/or transfers to multiple 
accounts

• Requesting payment to a subcontractor 
selected by the business partner

• Requesting subcontractor costs to be paid 
via a third party or third country

• Carrying out contracts or conducting 
payments in a different way from the 
initially agreed terms

Let's check! 
Suspicious signs from business partners that can indicate a risk of bribery

Participants discuss the risks of bribery and o� er opinions

ライブ配信用のビデオカメラを議長席前に設置

株主限定参加型バーチャル株主総会の実施

　当社は、2021年6月25日開催の定時株主総会で、初めてバーチャル

方式を導入しました。インターネットを通じて株主総会の様子をライブ

配信したものです。議決権の行使や質問はできませんが、事前に質問

を受け付け、関心が高いものは当日回答する運営方式としました。

　新型コロナウイルス感染症拡大防止の観点から、株主さまには来場

を極力控えていただきました。この結果、来場者10名に対して、ライブ

配信の参加は70名となり、多くは遠隔地からご参加いただきました。 

議決権行使率は、86.49%（前年度86.90%）と高い水準を維持しました。
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ダイフクのガバナンス

社外取締役インタビュー
ダイフクは、中長期的な価値の向上に向けて、3カ年中期経営計画「Value Transformation 2023」をはじめ、「マテ

リアリティ」「サステナビリティアクションプラン」「ダイフク環境ビジョン2050」と、新たな方針・目標を策定しました。

　社外取締役インタビューでは、新たな経営計画、方針・目標の策定について、取締役会でどのような議論が交わ

されたのか、また、計画や目標達成への鍵となる重要なポイントが何かをお聞きしました。

加藤：2020年度は新型コロナウイルス感染症拡大を防止するため、オンラインによる取締役

会開催を余儀なくされました。取締役会の運営は丁寧な会議資料が事前配布され、議案を 

説明する方の準備も万全だったため、オンラインでも滞りなく行われました。しかし、会議での

コミュニケーションでは、何気ない雑談や動作も重要な要素です。コロナ禍でのオンライン 

会議においても、工夫を凝らしノンバーバルコミュニケーションも把握したいと考えます。

　現在の課題は、マイクロマネジメント的な議案が少なくない点です。取締役会においては、

よりマクロな視点に立った議論に的を絞るべきだと考えます。さらに大きな課題は、社長後継者

候補の育成であると考えます。社外取締役として今後も一層積極的に関与し、大切な役割を

果たしていきます。

　なお、当社は、2020年度から社内監査役が1人減ったことで、経営者に対する適切な監督が、

監査側とともに、社外取締役にもより求められると実感しています。

小澤：オンライン実施の状況でも、コーポレートガバナンス・コードに準拠し、中長期計画、 

ビジョンの設定・見直しに取り組むとともに、経営や業務の透明性の確保を目指して、組織 

改革や監査役監査・内部監査部門の充実を図ってきたことは評価できます。

　強化すべき点としては、判断基準を明確にした企業の行動規範や倫理憲章の構築と、その

周知徹底を図っていくことだと考えます。

金子：2020年度は、役員が出席するコンプライアンスに関する勉強会の実施を通じて、適切な

業務執行に向けた取り組みを行い、役員をはじめとする社員の意識を高められたと考えます。

 Q1
2020年度の取締役会の
活動をどのように評価さ
れていますか。

 Q2
コロナ禍、ニューノーマル
時代において、社外取締
役がどのような役割を果
たすことが重要だとお考
えですか。

 Q3
環境・社会課題の顕在化
に伴い、どのようなリスク
に注視する必要があると
お考えでしょうか。また、
成長機会はどのような分
野にあると期待されてい
ますか。

酒井：コロナ禍、ニューノーマル時代では、事業への影響とリスク対応力の双方の評価が

重要です。コロナ禍により顕在化、または加速している環境の変化に対応するため、既存

事業の転換や見直しと新たな成長戦略について、社外取締役も積極的に意見を述べること

が必要だと考えます。

小澤：従来にも増して、コロナ禍が及ぼす事業への影響の把握や企業のリスク対応力の評

価を重視する必要があります。また、新たな事業機会や戦略だけでなく、ニューノーマル時

代を見据えて、当社も取り組んでいくデジタルトランスフォーメーション、働き方改革、人材育

成について、社外取締役が積極的に議論することが重要です。

加藤：世の中の常識や社会の情勢が一気に変化していることは、社内役員も把握されている

と認識していますが、社外取締役には、社内常識や業界常識などにとらわれない、社内役員

とは少し視点が異なる気づき・切り口が期待されます。社会が求める要請が一変すること

もありえますので、社外取締役には、常にアンテナを広域に張っていることも重要な役割と

して求められると考えます。

小澤：物流業界も大量生産・大量消費・大量廃棄型のビジネスモデルの見直しが必要だと考

えます。生産と消費のあり方を抜本的に変革し、持続可能な社会を実現していくための 

新たな成長モデルを考えていかなければなりません。そのためには役割を終えた製品や資源

を回収し、再生させ、再利用するという循環性が重要となり、当社のマテリアルハンドリング 

システムも循環型ビジネスに対応したものになっていく必要があります。循環型ビジネスに 

対応することで、より一層の成長機会を生み出せると考えます。

酒井：当社が強みとするマテリアルハンドリングシステムは、お客さまの生産活動や消費活動

を支える社会インフラとして、事業自体がSDGsの貢献につながっています。省人化や非接触

の仕組みとして、増え続けるeコマース物流を支える社会インフラとして、当社のマテリアル 

ハンドリングは今後も堅調に成長すると考えます。

　一方で、配送の最終拠点から消費者の家までの区間（ラストワンマイル）は人手不足が続い

ています。今後は、既存のシステムやサービスにアプリやドローンなどのデジタル技術を活用

した仕組みを組み合わせることで、効率化を図るとともに、人手不足という課題解決への期待

もできます。

加藤：当社の事業は、さまざまな製造設備や流通現場、空港の省力化や効率化だけでなく、

密閉・密集・密接の回避にも貢献しています。より一層環境負荷を低減する製品を提供できる

ように努めることが、社会・環境課題の解決への貢献をより高めます。こうした点を踏まえ、 

当社事業の積極的な推進と、より優れた製品の提供を追求するだけでなく、社会に向けて 

今以上に当社事業の特性を説明し、訴求することが重要です。さらに、環境・社会課題の解決

に貢献しているからこそ、これまで以上にサプライチェーンマネジメントを強化していく必要が 

あります。

社外取締役

小澤 義昭
社外取締役

酒井 峰夫
社外取締役

加藤 格
社外取締役

金子 圭子
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社外取締役インタビュー

酒井：株主や機関投資家など市場の期待する経営目標および株主還元と、その達成の蓋然性

を注視しました。

　コロナ禍の影響で、長らく進まなかったさまざまな領域での変化が急速に起きています。 

変化の激しい環境のもと、「Value Transformation 2023」の期間を従来の4カ年から3カ年と

したことは妥当だと考えます。

　取締役会での議論では、「より高い目標数値を掲げてチャレンジすべき」との意見もありま

した。各目標数値は、現時点で当社の経営層が考えられるベストな数値をコミットした内容で 

あり、今後の事業環境による上方修正も視野に入れて、策定されたと認識しています。

　「Value Transformation 2023」では、当社グループ自身の変革を組み込んだコンセプトで

ある「DX²（DXスクエア）」を掲げています。DXの推進による、新しい事業領域への参入に向けた

期待も高いため、新設されたDX本部の活動を注視しています。

　物流システムの設計段階では、デジタル化、システムのモジュール化により属人的な業務を

排除しています。また、デジタル技術での事前検証によって、物流システムを出荷した後の現地 

調整をなくすなど、「DX」という単語を使うまでもなく、デジタル化が浸透しています。

　しかし、デジタル技術による業務変革には、従業員の意識改革が必須です。上から押し付け

るような方法では、現状維持への欲求、変化への対応に対する抵抗、新しい発想を許容でき

ない姿勢など、マインドの部分が変革の障害になりえます。コンフォートゾーン（自分が快適に

感じる範囲）から抜け出し、顧客に価値を届けるために何ができるのかを考える、そのような

意識に切り替えるためのマネジメントや、評価制度が重要です。

金子：「Value Transformation 2023」では、さらなる成長に向け、より高い目標設定もできるの

ではないかと意見を述べましたが、最終的には、さまざまな議論を経て、現在の内容となったこと

には賛同しています。今後も、本計画の達成に向けた取り組みを注視していきたいと考えます。

小澤：最終年度の目標値に関しては、収益性の向上に向けて掲げている「製品力の強化」「生

産性の向上」「生産体制の強化」を戦略的に遂行できれば、目標以上の成果を上げることが 

できると考えます。

　一方、事業戦略の施策に関する議論はもう少し時間をかける必要があったと考えます。

「Value Transformation 2023」の事業領域では、「グローバル市場への戦略的投資」「次世代

ビジネスモデルの創出」「有望な新規領域への投資」の施策を掲げています。このうち「グロー

バル市場への戦略的投資」に関して、M&Aについての記載がありますが、当社の過去実績な

どに鑑みると慎重な判断が必要であり、買収後の統合作業（PMI：post-merger integration）

の強化を求める意見などを取締役会で述べました。「有望な新規領域への投資」については、 

研究開発投資をより積極的に行っていただきたいと考えます。

加藤：「Value Transformation 2023」では、ESGやSGDsなどの社会的かつ世界的な要請・潮

流を踏まえたものであることを重視しました。本計画は、従来の延長線に未来はない、想定外な

できごとも起きうるという認識のもと、想定外の状況に耐えうる事業と、それらを支えるコー

ポレート・ガバナンス、内部統制を確固たるものにすることを目指していきます。そのために、 

経営陣には果敢な経営判断が求められます。私もサポートを惜しまず、貢献していく所存です。

　また、数字の達成を追い求めるが故に、経営と執行が事業を取り巻く環境や社会的な要請

の変化を見逃す、あるいは見落とすことがないように、距離を置き、社外取締役として冷静に

助言・監督することが重要だと考えます。

酒井：事業とサステナビリティを関連付けた中長期的な意義を社内で共有することが肝要です。

それが事業部門で腹落ちできていなければ、「マテリアリティ」を再特定しても形骸化する懸念

があります。具体的な取り組みである「サステナビリティアクションプラン」では、5つのテーマを

もとに、数多くのKPIを設定しています。それらを達成していくためには、事業部門や多くの 

従業員を巻き込んで、一人ひとりが主体的に行動を起こすための企業文化の醸成がポイント

だと考えます。サステナビリティ委員会の委員長である下代社長の強いメッセージと、委員会

の継続的なフォローを期待しています。

　当社は早くから「グループ健康経営宣言」を制定しています。サステナビリティ経営のさらなる

推進に向け、テーマの一つに「人間尊重」を掲げ、人権配慮や人財の育成をマテリアリティとして

特定したことは、持続可能な社会の実現と企業価値向上につながるものと評価しています。

　また、「ダイフク環境ビジョン2050」に関しては、長期的なビジョンを示すと同時に、2030年

を一つのマイルストーンとしたことを評価しています。この中長期的な取り組みに対しては、 

進捗管理を適宜行い、軌道修正することが重要です。サステナビリティ委員会の強力なリー

ダーシップを期待するとともに、進捗状況を注視していきたいと考えます。

金子：「マテリアリティ」「サステナビリティアクションプラン」「ダイフク環境ビジョン2050」は、

今後の当社の経営・運営の目標であり、土台になる方針、目標です。これらを達成していくため

には、経営陣の決意がもっとも重要ですが、全社員が一体となることが必要です。私もその 

一翼を担うために、社外取締役として積極的に活動し、進捗状況の監督を強化していきます。

小澤：今回策定した方針では、「投資対象としての企業価値向上」「事業機会の創出」「優秀な

人材の獲得」の3つをどのように行えるかが課題だと考えます。

　「投資対象としての企業価値向上」については、当然ながらESG投資の注目度からしても 

積極的な対応が必要です。「事業機会の創出」は、環境・社会の課題がマテリアルハンドリング

システムにおいても大きな変化をもたらすことが想定されます。変化を取り込んでいくことで、

新しい事業の創出につながると考えます。「優秀な人材の獲得」についても、若者たちの環境

に対する関心は高いものがあり、これに取り組まなければ、優秀な人材の確保が難しくなって

いきます。

　こうした課題も意識しながら取り組むことが、中長期的な成長を目指す上では必要です。

加藤：「ダイフク環境ビジョン2050」では、「マテリアルハンドリングシステムが環境負荷ゼロで

動く世界を目指す」という、極めてチャレンジングな環境方針を表明しました。これは単に 

社会の動きに追従するのではなく、マテリアルハンドリングの分野でリーディングカンパニーを

目指すという姿勢であり、大いに評価できるものだと考えます。

　各施策の進捗に関しては、CO2排出削減量など定量的に評価できるものは、より精緻な 

数値で評価方法を策定・実施すべきですが、定性的で数値での評価が困難な課題も多いと 

考えます。それらをどのように評価し、社会に開示していくかが重要です。

　各施策の達成度を社内の業績評価や人事査定にどのように反映させるかはメリットとデメ

リットを含んだ課題として認識しています。今後は早急かつ慎重に検討・策定する必要があり、

私も積極的に関与・貢献したいと考えます。

 Q5
「マテリアリティ」「サステナ
ビリティアクションプラン」
「ダイフク環境ビジョン

2050」をどのように評価
されていますか。中長期
的な企業価値の向上に
向けてどのようなことが
重要だとお考えですか。

 Q4
新中期経営計画「Value 
Transformation 2023」
の策定において、取締役
会ではどのような議論を
交わされましたか。また、
新中期経営計画をどのよ
うに評価されていますか。
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